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自己紹介
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• 職歴：三菱総合研究所→（中断）→国立社会保障・人口問題研究所

→立教大学経済学部

• 専門：社会保障論・財政学・応用計量経済学

• 研究：近現代の日本において、社会保障や地方財政がどう形成され、

どう人々や社会のあり方に影響を与えているか？

• ウェブ： https://sites.google.com/site/michihito7ando
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これまでの経緯
政策形成期（舞台裏）：2023年度-2024年度の半ば

• 2023年度まで：「次元の異なる少子化対策」と「改革工程」。後者では高額
療養費への言及あり

• 2024年度6月「骨太の方針」では高額療養費への言及なし

政策形成期（表舞台）： 2024年11月～12月

• 「全世代型社会保障構築会議」と「社会保障審議会医療保険部会」での議論

• 12月25日クリスマスの「大臣合意」で高額療養費の上限の引き上げ幅の公表

政策撤回期：2024年度末（12月～3月）

• 患者団体や医療系学会からの反対、2度の修正案の提示

• 2025年3月7日、衆議院通過後の参議院審議中に見送り決定

政策再検討期：2025年度前半（4月～11月まで）

• 「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」開催
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出典：https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250307/k10014742201000.html

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250307/k10014742201000.html


引き上げ案の「衝撃」 1/3
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高額療養費の上限額（月額、万円）

注：年収区分が370万円以上の場合、ここに記載され
ている上限額を超える部分について、さらに1%の自
己負担も発生する（多数回該当の場合を除く）。
出所：厚生労働省資料より安藤作成

２つのポイント

1. 年収区分の細分化
2. 年収区分ごとの上限

額の引き上げ



引き上げ案の「衝撃」 2/3
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引き上げ案

現行制度

自己負担上限額（年額）の手取り所得に対する割合
(% 45歳単身世帯の概算値)

• 上限額の年額は、
年３回の上限額
と9回の多数回該
当上限額として
計算。

• 「手取り所得」
は、2025年度の
45歳単身世帯を
想定した概算値
（税・社会保険
料負担分は除い
た後の数値。
2025年1月時点で
想定されていた
制度に基づく）

出所：厚生労働省資料より安藤作成



引き上げ案の「衝撃」 3/3

• 引き上げ案の上限額と同水準の自己負担に直面した場合、ほぼ全ての年収

区分でWHOが「破滅的医療支出」と定義する水準に達する

（大阪医科薬科大学の伊藤ゆり氏の推計）

• 引き上げ案が実現した場合、自己負担上限額に達せずに高額療養費の対象

から外れ「多数回該当」にもならない人が、70歳未満で8.4 万人発生する

（東京大学大学院の五十嵐中氏の推計）

→一言でいうと、「すごい負担増」

8



３つの論点

論点１

• ３つの「財政的背景」を整理する

論点２

• 社会保障の改革哲学を再考する

論点３

• 「命の選択」と「家計破綻」を防ぐための制度を考える
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論点１：３つの「財政的背景」

財政的背景A：少子化対策の財源確保

財政的背景B：医療保険財政への対応

財政的背景C：インフレへの対応
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財政的背景A：少子化対策の財源確保

•「次元の異なる少子化対策」

の財源対策

• 1.1兆円の公費節減

• 1兆円の社会保険負担軽減

• 高額療養費がターゲットに
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出所：「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
（公布日：令和6年6月12日）概要・参考資料」
（こども家庭庁ウェブサイトより取得）



財政的背景B：医療保険財政への対応

• 政府見解：

• 高額療養費の伸び：14%

• 国民医療費の伸び：7%

• 「倍のスピードで増加」（右

図）

• 誤りではないが、統計の一面

的な加工の結果（次ページ）
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出所：社会保障審議会医療保険部会資料（第186回 2024.11.21 資料２ p.6)



高額療養費と国民医療費の伸び
（名目値と対GDP比で見た場合）
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出所：「医療保険に関する基礎資料」および2023年SNAより安藤作成
参考：名目GDPは530兆(2004)→520兆(2014)→610兆(2024)と過去10年で90兆円増 (2023年SNA)



財政的背景C：インフレへの対応 1/2

• 政府は「物価・所得の上昇への

対応」とも説明（右図）

• 現行制度は所得上昇が自己負担

上限額の増加に繋がる仕組み

•正当化が難しいロジックだった
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出所：社会保障審議会医療保険部会資料（第192回 2025.1.23 
資料２ p.2)



財政的背景C：インフレへの対応 2/2

自己負担上限額を一律に設定している場合、
インフレ調整が必要

（スウェーデンなど）

自己負担上限額を所得比例で設定している場
合、インフレ調整は不要

（ドイツなど。日本もこの亜種）
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論点２：社会保障の改革哲学を再考する 1/5

• 引き上げ案の「衝撃」の１つは「所得段階別負担の急勾配」（次ページ）

• その根拠は「能力に応じた負担」という改革哲学

• もともとは税制（や社会保険料）での「応能負担原則」という考え方

• 「能力に応じた負担」が近年の自己負担引き上げの指針に

• 「社会保障と税の一体改革」前後から、とくに高齢者の自己負担改革

• 「社会保障制度改革国民会議報告書」（2013年）で明記
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論点２：社会保障の改革哲学を再考する 2/5

17

• 現役世代の３割負担はもう
上げられない

• 高額療養費における大胆な
「能力に応じた負担」化に
よる予算確保を試みた？

自己負担の上限額（月額、万円）

注：年収区分が370万円以上の場合、ここに記載さ
れている上限額を超える部分について、さらに1%
の自己負担も発生する。
出所：厚生労働省資料より安藤作成



参考：高額療養費の負担限度額の歴史的推移
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• 当初はほぼ一律

• 物価や所得に応じ
た一律の引き上げ
も実施

• 「能力に応じた自
己負担」を強化し
始めたのは2000年
代に入ってから

出典：安藤・河田 (2025)



論点２：社会保障の改革哲学を再考する 3/5

• 「能力に応じた負担」は自己負担サイドではマイルドにすべき

• 自己負担への「応能負担」の適用は中間層や高所得層の不公平感に繋がる

• 「税や保険料も高いのに、医療費の自己負担も高い」

• 「能力（所得や資産）に応じた税・保険料負担」と「必要（ニーズ）に応じた社会保障給付」という
オーソドックスな社会保障哲学にもう少し回帰すべき

• そもそも、公費・私費あわせた負担が同額なら、社会全体では同額の負担

• 「負担の抑制」ではなく、「誰がどう負担するか」という問題：

• 「患者負担増による現役世代の手取り増」は、健康な層から不健康な層へのコストシフティング（負担の付け替え）

19



論点２：社会保障の改革哲学を再考する 4/5

• 現行制度は、年収区分に関わらず、過度な自己負担上限

• 「命の選択」（治療断念）や「家計破綻」はすでに生じている

• 「能力に応じた自己負担」をマイルドかつシンプルにする必要

• 医薬品の自己負担増が急激かつ複雑だと死亡率が上がるという研究も

• Chandra, A., Flack, E., & Obermeyer, Z. (2024). “The health costs of cost sharing” (「自己負担の健康コ

スト」) The Quarterly Journal of Economics, 139(4), 2037-2082, The Quarterly Journal of Economics

• ドイツのように、年間所得の一定割合を自己負担上限額とすることも一案

（マイルドかつシンプル）
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参考：日本とヨーロッパ諸国の

成人の医療費自己負担上限制度
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出典：安藤（2025c）より抜粋。各国・地域のウェブサイトや、大久保豪（2021）「日本，ドイツ，フランス，イギ
リスにおける患者自己負担制度の違いについて」『医療と社会』第31巻第1号を元に作成



参考：台湾・香港・韓国よりも日本の低所得層は
破滅的医療支出リスクが高いとの研究も

22

「結果」の日本語訳
• 台湾と香港の医療保険制度は、一般住民に対しても手厚く包

括的であることがわかった。一方で、日本・韓国・シンガ
ポールの制度は、脆弱な立場にある人々に対して比較的手厚
い給付を行う「保護的」な性格をもっている。これに対し、
中国本土の社会医療保険（SHI）や医療扶助（MFA）は、給
付が限定的である

• 医療費制度は国ごとに異なる程度で経済的負担を軽減してお
り、低所得層に対する負担軽減効果は、台湾・香港・韓国が
最も高く、それに日本・シンガポール・中国本土が続く。

• 特に注目すべきは、シンガポール、中国本土、日本（台湾・
香港・韓国でもやや程度は低いが同様）において、平均賃金
の半分しか得ていない層が、他の所得層に比べて「破滅的医
療支出」に直面するリスクが高いという不平等が明らかに
なった点である。

Zhang et al. (2025) Providing financial protection in health for low-
income populations: a comparison of health financing designs in East 
Asia. Int J Equity Health 24, 215 
https://doi.org/10.1186/s12939-025-02568-2

https://doi.org/10.1186/s12939-025-02568-2


論点２：社会保障の改革哲学を再考する 5/5
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自己負担の上限額（年額、万円）
• 年間所得の10%を
自己負担上限額
とする場合、多
くの年収で自己
負担上限額は下
がる。

• 現行制度の自己負担上限
額は、上限３回、多数回
該当での上限9回で機械的
に算出している点は注意

出所：「現行制度」と「引き上げ案」は厚
生労働省資料に基づき安藤試算。「所得の
10%」と「所得の2%」は安藤試算



論点３：「命の選択」と「家計破綻」を防ぐ 1/4
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• 「自己負担を低く抑える」べき理由は多元的

• 医療保険の役割は、ざっくり以下の３つ

1. 医療利用 (healthcare utilization)

2. 健康 (health)

3. 家計保護 (financial protection)

• 医療利用と健康：「命の選択」や「治療断念」を防ぐことが最優先

• 家計保護：「命の選択」や「治療断念」を防いで「家計破綻」してはダメ



論点３：「命の選択」と「家計破綻」を防ぐ 2/4
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• 日本の医療は、「フリーアクセス」や「治療の待ち時間の短

さ」や「治療成績」などは国際的にも優れている。

• 「医療利用」と「健康」において「“世界に冠たる”国民皆保

険」という自己評価の源泉？

• 一方、「医療費の経済的負担」については、日本はもともと

「世界に冠たる」ではない。

•いまでも高い自己負担に苦しむ人が多数いる。



「家計が苦しい」「治療あきらめたくない」という当事者の声

女性、30代、がん患者

「がん患者です。がんセンターに通院していま
す。病院に行くと、こんなにも何かしらのガン
を患ってる人がいるんだと、びっくりするぐら
いガンと闘ってる方が多いです。そして本当に
お金がかかります。びっくりします。どうしよ
うと思います。泣きたくなります。でも生きた
いです。まだ小さい子供の成長を見たいです。
みんな生きたいと思ってます、治療したいんで
す。病気になって、辛くても悲しくても希望を
持って、みんな治療していると思います。それ
をどうかお願いします、生きる希望を閉ざさな
いでください。どうか治療を諦める方が出てこ
ないように祈っています。」

女性、40代、がん以外の疾病の患者

「40000円/1か月のクスリを使って治療してそれ
に飲まないと死んじゃうクスリを服薬していま
す。40000円のクスリは点滴です。生活を維持す
るためには必要です。免疫の病気ですが難病指
定されていませんし、障害年金も貰えていませ
ん。制度の狭間に落ちている医療難民のような
ものです...受診は幾つもの科にしているし引き上
げなんてされたら病院行けなくなっってしまう
し治療もできずこのまま死んじゃうことを選び
たくなる。医療費のために毎日体に負担がない
程度に働いている感じです。」
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出典：全がん連(2025.1.20)「高額療養費制度の負担上限額引き上げ反対に関するアンケート取りま
とめ結果（第1版）～3,623人の声」



「治療を断念する患者を見てきた」という医療関係者の声

医師

• 若い白血病患者さんの治療を行っていますが、入院治療や仕事
復帰、復帰後の薬物治療でいつも障壁となるのは経済面です。

• 低所得の方が経済的な理由で治療を断念される場面を多く見て
きました。

• 今の上限額でも、治療を継続できない人がいます。これ以上引
き上げたら、経済的な理由で治療を断念する、延命を諦める人
が、増加していきます。

• 現状でもいわゆる現役世代から「薬が高額なので払えない」と
いう相談を受けることが多い現場の人間としては到底許容でき
ない施策である。

• 実際に、現在でも高額療養費の上限が高いために高額の治療に
躊躇される方がいらっしゃいます。

• 現時点の高額療養費制度でも対応できない患者もたくさんおり
ます。

• 若年の担がん患者ではがん治療と同時に仕事の継続困難、教育、
親世代の介護と多大な負担がかかる状況がしばしばみられます。

看護師・医療関係者

• みなさんギリギリのところで、やりくりしながら治療を続けて
いる方がほとんどです。（看護師）

• 現行制度でも、治療に限界を感じている患者を間々目の当たり
にします。

• 現状でも金銭面を理由に治療継続について不安を抱えている患
者は多くおります。

• 現在でも、がん治療に伴い毎月決まった金額の医療費がかかっ
ていて、経済的な不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。

• 治療費がかかるという理由で、治療をあきらめる人が、います。

• 医療ソーシャルワーカーとして急性期病院で働いています。医
療費負担が原因で治療を諦めようとしている患者さんを何人も
見てきました。

• 現役世代ほど、金銭面で最善の治療を諦める姿を目にしていま
す。

• これまでも経済的な理由で治療を断念する方を見てきました。

27
出典：全がん連(2025.1.20)「高額療養費制度の負担上限額引き上げ反対に関するアンケート取りま
とめ結果（第1版）～3,623人の声」



Asrid「患者当事者・家族視点からみた高額
療養費に関するアンケートの結果報告」
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出典：https://asrid.org/2511_NANBYOForum_ASrid_presentation.pdf



Asrid「患者当事者・家族視点からみた高額
療養費に関するアンケートの結果報告」
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出典：https://asrid.org/2511_NANBYOForum_ASrid_presentation.pdf



Asrid「患者当事者・家族視点からみた高額
療養費に関するアンケートの結果報告」

30
出典：https://asrid.org/2511_NANBYOForum_ASrid_presentation.pdf



論点３：「命の選択」と「家計破綻」を防ぐ 3/4

31出所：社会保障審議会医療保険部会資料（第187回 2024.11.28 資料２ p.8)

• 厚労省は高額レセプ

トの増加を「引き上

げ」の根拠の一つと

したが…

• 裏を返せば、「高額

な自己負担に直面し

ている患者が増えて

いる」ということ



論点３：「命の選択」と「家計破綻」を防ぐ 4/4
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高額療養費に対応する先進諸国の制度を見てみると…

• ドイツ：自己負担上限は年間所得の２％（慢性疾患は1%）

• フランス：抗がん剤等の代替性のない高額医薬品は自己負担なし

• イギリス：原則無料（医薬品は自己負担ありだが免除対象も広め）

• スウェーデン：外来・医薬品の自己負担上限は年間数万円ほど

「高額療養費は世界的に見ても優れた制度」に根拠なし

参考：安藤(2025c)、大久保豪（2021）「日本，ドイツ，フランス，イギリスにおける患者自己負担制度の違いについて」『医療と社会』第31巻第1号



再掲：胃腸炎で３日間寝込む直前のつぶやき
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再掲：現行制度における自己負担上限額
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自己負担上限額（年額）の手取り所得に対する割合
(% 45歳単身世帯の概算値)

• 上限額の年額は、
年３回の上限額
と9回の多数回該
当上限額として
計算。

• 「手取り所得」
は、2025年度の
45歳単身世帯を
想定した概算値
（税・社会保険
料負担分は除い
た後の数値。
2025年1月時点で
想定されていた
制度に基づく）

出所：厚生労働省資料より安藤作成



３つの「テイクアウェイ」

1. インフレ下のマクロ医療財政について正確な議論を

2. 「能力に応じた自己負担」より「必要に応じた医療利用」を

3. 高額療養費制度は現時点でも十分な役割を果たせていない
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議論できなかったこと

• 現実問題としての財政のやりくりは？

• 様々な案がありうる
• 他の医療費自己負担を引き上げる

• 高齢者の自己負担引き上げ →高齢者は低所得者・高医療ニーズ者が高く破滅的医療支出リスクが高い

• OTC類似薬の保険適用除外→一部の人に大幅な負担増。また線引きをどうするかなどの技術的問題

• 子どもの医療費無料化の抑制→自治体の公費負担医療に国による一律介入はできないし、政治的動向にも逆
行

• 医療提供体制を改革し、医療費増加を抑制する

• フリーアクセス制限・かかりつけ医強化→医療提供体制改革は迅速には進まない

• 出来高払いから包括支払いへ→医療提供体制改革は迅速には進まない

• 財政全体で考える

• 高額医療に対する公費負担医療での対応（難病対策などを参考に）→対象となる治療の線引きや財源問題

• 税・保険料の強化・引き上げ →子ども子育て支援金で近年実施済み。また「手取り増」に逆行。

• 他分野の歳出抑制→医療・介護・福祉は歳出抑制で疲弊。子ども・教育も減らし難い。土木・防衛もニーズ
高まる
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